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【表 1-2】香港国家安全維持法の適用事例（2022 年 1 月 25 日〜 2023 年 1 月 30 日）

年月日 逮捕 /
指名手配他

対象者（括弧内は逮捕・指
名手配時年齢）

内容 罪状（該当条文）

2022年
2月 4日 逮捕 社会活動家古思尭（☆犯罪

条例の扇動罪として起訴）
北京冬季五輪開幕を夕方に控え、中連
弁の前で抗議活動を計画した

国家政権転覆扇動罪（23条）

2月 5日 要請 香港の民主派政党「社会民
主連戦（社民連）」メンバー
の雷玉蓮ら 4人

古思堯の裁判の間、パスポートを提出
し、香港を出国しないように要請され
た

警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
2（調査対象者の香港出国
制限）

2月 14日 ウェブサイト
の遮断要請

イギリス人権団体「香港
ウォッチ」

「香港ウォッチ」が、自身のウェブサイ
トが、香港の特定のネットワークを通
じた閲覧ができなくなったと発表
香港警察の要請によるものと推測

警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
4（警察の情報削除要請権
限）か？
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2月 15日 資産凍結 歌手・民主活動家阮民安（ト
ミー・ユエン）（41）

SNSに扇動的な投稿をし、政府や司法
に対する憎悪の感情を引き起こそうと
したとして、銀行口座などの資産合計
14万香港ドルを凍結

警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
3（司法省長官、保安局局
長および警察官の財産凍
結、没収などの権限）

3月 10日 ウェブサイト
の遮断要請

イギリス人権団体「香港
ウォッチ」責任者ベネディ
クト・ロジャース

3月 10日付書簡により、香港警察が、「香
港ウォッチ」の活動が外国との結託罪
（29条）にあたるとし、および同ウェ
ブサイトを、72時間以内に閉鎖するこ
とを要請
従わない場合、ロジャースおよび「香港
ウォッチ」にさらなる制裁を科すことを
予告

域外適用（外国人）（38条）
外国との結託（29条）
警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
4（警察の情報削除要請権
限）

4月 8日 資産凍結 亡命中の前立法会議員許智
峯（テッド・ホイ）、妻お
よび母親

香港の財産を凍結 警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
3（司法省長官、保安局局
長および警察官の財産凍
結、没収などの権限）

5月 10日 逮捕 「612人道支援基金」管財人
の元嶺南大学客員副教授許
寶強（☆社団条例違反とし
て起訴）

香港特別行政区へ制裁を科すように、
外国および外国の機関に懇願した疑い
で、ドイツへ出国直前に空港にて逮捕

外国との結託罪（29条）

5月 11日 逮捕 「612人道支援基金」管財人
の元立法会議員吳靄儀
（マーガレット・ン）（74）、
キリスト教香港教区枢機卿
陳日君（ジョセフ・ゼン）
（90）、歌手何韻詩（デニス・
ホー）（45）（☆社団条例違
反として起訴）

香港特別行政区へ制裁を科すように、
外国および外国の機関に懇願した疑い

同上

5月 12日 逮捕 「612人道支援基金」管財人
で無許可集会参加のために
有罪判決を受けて、服役中
の元立法会議員何秀蘭（シ
ド・ホー）（67）（☆社団条
例違反として起訴）

同上 同上

5月 12日 要請 「612人道支援基金」管財人
の許寶強、吳靄儀、陳日君、
何韻詩

渡航文書の押収 警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
2（調査対象者の香港出国
制限）

5月 18日 要請 オンラインニュースメディ
ア「 熱 血 時 報（Passion 
Times）」創設者の黄洋達
（42）

「熱血時報」に掲載されている、2016
年 5月に行われた「香港国旗デザイン
コンペ」の写真が、国家安全上の理由
から、削除するように要請された

警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
4（警察の情報削除要請権
限）

7月 8日 捜査 黎智英の携帯電話 香港警察が、黎智英の携帯電話に保存
されている報道資料を閲覧できるよう、
新しい捜査令状の発行を要請した

警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
1（警察の証拠捜査権限）

7月 17日 要請か？ 香港の民主派政党「社會民
主連線（社民連）」

社民連が、ウェブサイト上の、香港国
家安全維持法違反の投稿を削除せざる
を得なくなったとの声明を発表、香港
警察の要請か？

警察権限の強化（43条）に
もとづく実施細則附属文書
4（警察の情報削除要請権
限）か？

7月 30日 陪審員除外の
証明書発行

黎智英、『アップル・デイ
リー』幹部 6人および『アッ
プル・デイリー』関連 3社

林定國司法長官が、黎智英および『アッ
プル・デイリー』関連事件で、46条の
権限にもとづき、陪審員裁判を行わな
い旨の証明書を発行

陪審員の除外（46条）
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8月 3日 指名手配 「香港議会」設立者の袁弓
夷、何良懋、梁頌恆

保安局が、「香港議会」設立者を 37条
にしたがい処罰する努力を行うと発表

国家政権転覆罪（22条）
域外適用（香港人）（37条）

8月 13日 陪審員除外の
証明書発行

予備選挙事件の被告人 林定國司法長官が、予備選挙事件で、
46条の権限にもとづき、陪審員裁判を
行わない旨の証明書を発行

陪審員の除外（46条）

9月 5日 起訴 武術インストラクター黃德
強（デニス・ウォン）(59)（☆
起訴）

香港独立を目指す組織のメンバーに武
器の使用方法を教えた疑い（2022年 3
月に犯罪条例の扇動罪で起訴されてい
たが、香港国家安全維持法での起訴に
切り替えられた）

国家政権転覆扇動罪（23条）

10月 24日 逮捕 「光城者」および「Blac 
Bloc」(香港独立を目指す
組織 )メンバー張昊揚（22）

2021年 5月に新型コロナ検査センター
に放火、また爆弾を製造し鉄道や裁判
所を爆破するテロ計画を立てた
政府の中小企業向け融資保証制度を悪
用して、470万香港ドルの詐欺を働いた

テロ活動罪（24条）
（ほかに詐欺罪、マネーロ
ンダリング罪など）

11月 5日 逮捕 「612人道支援基金」秘書施
城威（38）

外国の組織に香港に制裁を科すよう促
した疑いで、空港において出国直前に
逮捕

外国との結託罪（29条）

11月 14日 要請 日本風ラーメン店「博多拉
麵別天神」

店内の壁に貼られた絵馬ステッカーに
記載された文言が香港国家安全維持法
に違反しているとの通報を受け、香港
警察国家維持部門が敏感な文言を一掃
するよう店側に要請

不明

11月 14日 調査 アジアラグビーセブンズ 11月 13日に韓国において開催された
アジアラグビーセブンズの香港対韓国
の試合において、国歌として、2019年
の抗議活動と関係の深い「香港に栄光
あれ」が放送されたことに関して、李
家超行政長官が、国歌条例や香港国家
安全維持法などへの違反がないか調査
を行うよう命令

不明

11月 21日 署名要請 政府が雇用した弁護士 司法省が、政府が雇用した弁護士に対
して、香港国家安全維持法を遵守する
ことおよび国家安全に違反する行為を
しないことなどを要請した手紙を送付
し、2週間以内に署名することを要請

香港の機構、組織および個
人の香港国家安全維持法な
どの遵守および国家安全を
脅かす活動の禁止（６条）

11月 28日 解釈要請 黎智英が雇用したティモ
シー・オーウェン勅撰弁護
士

終審法院が、黎智英事件において、オー
ウェン弁護士の訴訟参加を許可したこ
とを不服として、李家超行政長官が、
外国人弁護士の香港国家安全維持法裁
判への参加の可否について、全人代常
務委へ解釈要請

全人代常務委の解釈権（65
条）

12月 1日 陪審員除外の
証明書発行

支連会の李卓人、何俊仁お
よび鄒幸彤

林定國司法長官が、支連会事件におい
て、46条の権限にもとづき、陪審員裁
判を行わない旨の証明書を発行

陪審員の除外（46条）

12月 30日 解釈 全人代常務委による香港国
家安全維持法 14条および
47条の解釈

香港国家安全維持法事件の弁護人を外
国の弁護士が務めることができるかどう
かを巡り、全人代常務委が解釈権を行使
外国人弁護士の参加については行政長
官の許可が必要で、裁判所が行政長官
に許可を求めていない場合は、国家安
全維持委員会が判断すると解釈

全人代常務委の解釈権（65
条）
国家安全維持委員会の職責
（14条）
国家機密の証明書（47条）

（注）上記表は、香港国家安全維持法の適用事例であるが、この他にも、香港警察国家安全維持部門によって、犯罪条例の扇動罪違反として逮捕される事例が
増加している。香港国家安全維持法ばかりか犯罪条例などその他の法律を含む、香港警察国家安全維持部門の逮捕事例を網羅的に捕捉しているサイトには、以
下がある。（“Tracking the Impact of Hong Kongʼs National Security Law”China File, July 1, 2022, https://www.chinafile.com/tracking-impact-of-hong-kongs-national-
security-law（2022年 8月 31日閲覧））
（出所）筆者作成。
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（7）域外管轄権・遡及効

　当初、日本を含む諸外国から最も驚きをもって受け止められたのが、香港国家安全維持法の管轄
権の範囲だった。38条は、全世界への管轄権を以下の通り規定している。「香港特別行政区の永住
者の身分を有しない者が香港特別行政区以外で香港特別行政区に対し、本法に定める犯罪を実施し
た場合は、本法を適用する」。すなわち、香港人でなくとも、香港に居住していなくとも、同法が
適用されると明言する。たとえば、日本人が、日本で同法が規定する犯罪行為を行った場合、同法
による処罰の対象になり、香港政府から指名手配され、引渡請求の対象になる。そして、たとえト
ランジットであっても、香港に到着した際に、逮捕されてしまう。
　全世界を対象とする管轄権に対して、シドニー大学教授の淩兵は「並外れた萎縮効果」と形容
し 58、実務家からは、「国際金融センターとしての香港の将来に悪影響を及ぼす可能性」が指摘さ
れるなど 59、驚きと恐怖を持って受け止められた。
　しかし、同時に、域外適用については、諸外国との対立の激化および現実的な法執行の困難を指
摘する声も多い。
　香港国家安全維持法に賛成する側も、38条の実効性は期待していない様子である。行政長官直
属シンクタンクの中央政策組元首席顧問の劉兆佳は、38条の実施は難しいと認めた上で、「拘禁と
罰則の脅威は、中国の問題におせっかいをしていた外国人の自主規制を促すのに十分だ」と抑止効
果を重視する 60。元バリスタ協会会長、行政会議員の湯家驊（ロニー・トン）も、香港域外の組織
に対して規制するのは難しいと語り、政治犯罪は引渡条約の対象にならないので、たとえ香港と引
渡協定を締結している諸外国に旅行したとしても、香港に引渡されない、と限界を認める。しかし、
「抑止効果を持つと思う 61」としている。なお、香港政府や中国人民大学教授韓大元などは、ドイ
ツ刑法 5条など欧米民主主義国の同様の条項を引き合いに、域外管轄権を正当化している 62。
　域外管轄権の規定は、もっとも注目されていたものの、適用自体は、長らくされていなかった。
初適用となったのが、2022年 3月のイギリス人権団体「香港ウォッチ」責任者ベネディクト・ロジャー
スに対してである。「香港ウォッチ」は、香港警察国家安全維持部門からベネディクト・ロジャー
スに宛てた文書を公開した。そこでは、「香港ウォッチ」が香港国家安全維持法 29条に違反してい
ると指摘、また、ウェブサイトの削除を命令している 63

　37条は、香港人や香港の会社・団体などに対する域外管轄権について、規定する。37条は、以
下の通りである。「香港特別行政区の永住者または香港特別行政区で設立された会社、団体などの
法人又は非法人組織が香港特別行政区以外で本法に定める犯罪を実施した場合は、本法を適用す
る」。2022年 7月には本条が「香港議会」へ適用されている。海外に拠点を置く香港の元議員らが、
外国政府へロビー活動を行うため、「香港議会」の選挙を計画していることを発表した 64。これに
対して、保安局は、「香港議会」は、香港国家安全維持法 22条（国家政権転覆罪）に該当すると非
難。37条に則って、法的責任を追求すると発表した 65。
　39条は、「本法施行後の行為が、本法にしたがって有罪判決を受け、刑に処せられる」と規定す
るため、遡及効は持たないように見える。2020年 6月の国連人権理事会においても、林鄭月娥行
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政長官（当時）は、香港国家安全維持法の「遡及効はない」と明言している 66。だが、『アップル・
デイリー』編集局長らの逮捕容疑に、施行以前の 2019年に発表された記事の執筆が含まれるなど、
実際には、あたかも遡及効があるかのような運用が行われているのも事実である。

（8）警察の捜査権限

　アメリカ議会の超党派で構成される米中経済・安全保障調査委員会（USCC）は、香港国家安全
維持法の施行は「香港を警察国家に変容させた 67」と報告書において述べた。この警察権限を大幅
に強化したのが、43条である。
　43条は、捜査、出国制限、財産凍結、情報削除、外国の代理人に対する資料提供要求、通信傍受・
秘密監視および捜査関連資料・物品の提出という 7つの大きなカテゴリーを規定する。43条 3項は、
行政長官に、これら措置を講じるための実施細則を国家安全維持委員会とともに制定する権限を与
えている。この規定を受けて、2020年 7月 6日に、国家安全維持委員会の初回会合において、43

条の実施細則が制定され、翌日施行された。実施細則の構成は【表 3】の通りである。

【表 3】実施細則（「香港国家安全維持法 43 条に定める措置を講じるための関連実施細則」）の構成

前文
1条　開始
2条　附属文書
3条　指定裁判官
4条　実施細則の真正な版
附属文書 1　証拠の場所の捜査に関連する規則
附属文書 2　調査対象者の香港出国制限に関する規則
附属文書 3　財産の凍結、制限、没収および失権に関する規則
附属文書 4　国家安全を危険にさらすメッセージの削除および支援提供要求に関する規則
附属文書 5　香港に関する活動の情報提供の外国および台湾の政治組織・代理人への要求に関する規則
附属文書 6　通信傍受および秘密監視を実施のための認可申請に関する規則
附属文書 7　情報提供および資料作成の要請に関する規則

（出所）筆者作成。

　実施細則は 7つの附属文書を擁している。各附属文書は以下を規定する。附属文書 1は、警察官
の証拠の場所を探す権限を規定する。附属文書 2は、警察官の国家安全を危険にさらす犯罪を行っ
た疑いのある人物の香港を出国制限に関する権限を規定する。附属文書 3は、司法長官、保安局局
長または警察官の国家安全を危険にさらす犯罪に関連する財産を凍結、制限、没収および失権する
権限を規定する。附属文書 4は、警察官の国家安全を危険にさらすメッセージを削除する権限、プ
ラットフォームサービスプロバイダー、ホスティングサービスプロバイダーおよびネットワーク
サービスプロバイダーへの支援提供要求を規定する。附属文書 5は、保安局局長および警察長官の
外国または台湾の政治組織・代理人に情報提供を要求する権限を規定する。附属文書 6は、警察官
の通信傍受および秘密監視の実施のための認可申請について規定する。附属文書 7は、警察官の情
報提供および資料作成を要求する権限を規定する（実施細則 2条）。上記措置が効果的に実施され
るように、実施規則は、必要に応じて、違反に対する罰則を定めている。
　実施細則において、当初とりわけ問題視されたのが、附属文書 1が規定する、令状なしの捜査で
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あった。例外的な状況下において、警察官がマジストレート裁判官の令状なしに任意の施設に入り、
証拠を捜査する権限が規定されている。李家超（ジョン・リー）保安局局長（当時）は、実施細則
によって警察に与えられた権限のいくつかはすでに香港法にあったと説明し、この権限を正当化し
ている 68。香港基本法 23条立法反対デモに対して、董建華行政長官（当時）が行った大きな譲歩
の一つは、警察の令状なしの捜索権限を削除することだった 69。今回、これが復活した形になる。
　この捜査権限について、劉兆佳は、こう擁護している。つまり、新たな強い権限は、ますます複
雑化する国家安全事件に対処するための世界的な慣行に沿っており、「証拠が破壊されるか、容疑
者が短期間で海外に逃亡することを考えるならば、迅速な行動のために警察に多くの権限を与えら
れる必要がある」70。
　だが、司法審査の対象にならない、国家安全維持委員会の決定としての実施細則は、香港国家安
全維持法と同様に、恐らく違憲審査の対象にならない。そうすると、マイケル・デイビスが指摘す
るように、過剰な捜査による不適切な手段によって得られた証拠の扱いや、住居の不可侵を規定す
る香港基本法 29条との関係、行政長官の許可による電話盗聴などの数多くの問題点の是正機会は
なく 71、「職権濫用の機会は明白」72であろう。

（9）刑事裁判の変更点

　香港国家安全維持法事件においては、香港の従来の刑事裁判手続に大幅な変更が加えられた。同
法違反容疑の逮捕 · 起訴は、長期拘束および有罪判決を意味すると言っても過言ではない。【表 4】
は、香港国家安全維持法事件における裁判の経過を示している。本稿執筆時点（2022年 9月 14日）
において、有罪率は 100％である。香港の有罪率は、刑事事件の第一審を担当するマジストレート
裁判所で 63.8％（2019年）（【表 5】）などと、低い水準であったことを考えると、香港国家安全維
持法事件は、極めて異質といえる。

【表 4】香港国家安全維持法事件における裁判の経過（2020 年 6 月 30 日〜 2023 年 1 月 30 日）

逮捕日 対象者（逮捕時年齢） 罪状（該当条文） 地区法院 第一審裁判所 控訴院 終審法院
2020年
7月 1日 唐英傑（23）（☆ 7月

3日起訴）
国家分裂扇動罪（21
条）、テロ活動罪（24
条）

○ 2021 年 2 月 5
日、陪審員除外の
証明書発行
● 2021年 7月 27
日、有罪判決
7月 30日量刑言
い渡し、禁錮 9年

● 2022 年 1
月 13 日、 控
訴取下げ＜判
決確定＞

8月 10日 『アップル・デイリー』
創業者黎智英（ジミー・
ライ）（71）（☆ 12月
2日起訴）

外国との結託罪（29
条）

○ 2022年 7月 30
日、陪審員除外の
証明書発行

8月 10日 李宇軒（アンディー・
リー）（☆ 3月 24日起
訴）

外国との結託罪（29
条）
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9月 24日 香港理工大学学生呂世
瑜（23）（☆起訴）

国家分裂罪（20条）
国家分裂扇動罪（21
条）

● 2022年 4月 27日、
有罪判決
4月 29日量刑言い渡
し、禁錮 5年

● 2022 年 11
月 30 日、 量
刑を不販とす
る控訴を棄却

10月 27日 鍾翰林（トニー・チュ
ン）（19）（☆起訴）

国家分裂罪（20条） ●2021年11月23日、
有罪判決
同日、量刑言い渡し、
禁錮 3年 7月（うち、
組織的および重大犯
罪条例 25条（1）、（3）
違反での禁錮も含む）

11月 21日 ラジオ番組司会者尹耀
昇（52）（☆起訴）、尹
耀昇のアシスタント利
寶麗（51）（☆起訴）

国家分裂金銭援助
罪（21条）

● 2022年 10月 7日、
有罪判決、量刑言い
渡 し、 禁 錮 32 月、
487万香港ドル没収

11月 22日 馬俊文（30）（☆起訴） 国家分裂罪（20条）、
国家分裂扇動罪（21
条）

● 2021年10月25日、
有罪判決
11月 11日、量刑言
い渡し、禁錮 5年 9
月　

● 2022 年 8
月 3日、禁錮
5年に減刑

2021年
1月 6日 元香港大学准教授戴耀

廷（ベニー・タイ）（56）、
元立法会議員區諾軒
（33）、岑子杰（ジミー・
シャム）ら 55人（☆
47人起訴）

国家政権転覆共謀
罪（22条）

○ 2022年 8月 13
日、陪審員除外の
証明書発行

1月 7日 民主活動家黄之鋒
（ジョシュア・ウォン）
（24）ら 2人（☆起訴）

国家政権転覆罪（22
条）

○ 2022年 8月 13
日、陪審員除外の
証明書発行

2月 17日 パラリーガル陳梓華
（29）（☆起訴）

外国との結託罪（29
条）、外国との通謀
罪（30条）

6月 6日 女性（47）、男性（17）
（☆二人とも犯罪条例
の扇動罪で起訴）

国家安全を脅かす
犯罪の防止、抑止
および懲罰（42条）

6月 17日 『アップル・デイリー』
編集局長羅偉光（ライ
アン・ロー）（47）ら
幹部 5人（☆羅偉光、
張剣虹の 2人が起訴）
（☆ 7月 21日、陳沛敏
（51）前副社長起訴）

外国との結託罪（29
条）

○ 2022年 7月 30
日、陪審員除外の
証明書発行

6月 18日 『アップル・デイリー』
関 連 3 社（Apple 
Dayly Co. Ltd., Apple 
Daily Printing Co. Ltd., 
Apple  Inter net  Co. 
Ltd.）（☆全て起訴）

外国との結託罪（29
条）、警察権限の強化
（43条）にもとづく
実施細則附属文書 3
（司法省長官、保安局
局長および警察官の
財産凍結、没収など
の権限）

○ 2022年 7月 30
日、陪審員除外の
証明書発行

6月 23日 『アップル・デイリー』
の社説を執筆する主筆
楊清奇（55）（☆ 7月
21日、起訴）

外国との結託罪（29
条）

○ 2022年 7月 30
日、陪審員除外の
証明書発行
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6月 26日 『アップル・デイリー』
主筆および英文版アッ
プル・デイリーの執行
編集長馮偉光（57）（☆
7月 21日、起訴）

外国との結託罪（29
条）

○ 2022年 7月 30
日、陪審員除外の
証明書発行

7月 5日 香港バプテスト大学職
員とその中学校職員の
妻および中学生ら「光
城 者（R e t u r n i n g 
Valiant）」のメンバー
男女 9人（☆うち、6
人が起訴）

テロ活動罪（24条）

7月 21日 『アップル・デイリー』
元執行編集長林文宗
（51）（☆起訴） 

外国との結託罪（29
条）

○ 2022年 7月 30
日、陪審員除外の
証明書発行

8月 18日 香港大学学生会会長郭
永皓（チャールズ・コッ
ク）（20）、張敬生（キ
ンソン・チェン）（19）、
杜林丞亨（クリス・ト
ドロフスキ）（18）、容
頌禧（アンソニー・ユ
ン）（19）の 4人（☆
全員起訴）

テロ活動の宣揚・
扇動（27条）

9月 8日 支連会副主席鄒幸彤
（36）、梁錦威（サイモ
ン・リョン）（36）、陳
多偉（57）ら幹部 4人

警察権限の強化（43
条）にもとづく実
施細則附属文書 5
（保安局局長および
警察長官の外国ま
たは台湾の政治組
織・代理人に情報
提供を要請する権
限）

マジストレート裁判
所
● 2021年12月22日、
梁錦威、有罪判決、
禁錮 3月
● 2022年 5月 11日、
陳多偉、有罪判決、
禁錮 3月

9月 9日 支連会および同主席李
卓人（64）、副主席何
俊仁（アルバート・ホー）
（69）、同鄒幸彤ら幹部

3人（☆全員起訴）

国家政権転覆扇動
罪（23条）

9月 20日 学生団体「賢學思政
（Student Politicism）」
代表の王逸戰（20）、秘
書長の陳枳森（20）ら
学生 3人（☆全員起訴）、
黃沅琳（アリス・ウォン）
（19）を指名手配

国家政権転覆扇動
罪（23条）

● 2022 年 10 月 22
日量刑言い渡し、禁
錮 30-36月

9月 21日 「賢學思政」スポーク
スウーマン黃沅琳（19）
（☆起訴）

国家政権転覆扇動
罪（23条）

● 2022 年 10 月 22
日量刑言い渡し、教
育指導所への入所

9月 28日 「 光 城 者（Returning 
Valiant）」に所属する
女子生徒（15）、阮嘉
謙（16）、梁瀜瀜允（16）、
蔣周政儒（16）、郭文
希（18）、店主の蔡永
傑（20）、販売員の陳
右津（25）の 7人（☆
全員起訴）

国家政権転覆扇動
罪（23条）

● 2022 年 8月 20日、
女子生徒、阮嘉謙、
梁瀜瀜允、蔣周政儒、郭
文希、販売員の陳右
津の 6人が有罪判決
2022 年 10 月 8 日量
刑言い渡し５人（16
～ 19歳）が教育指
導所への入所
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【表 5】香港裁判所の刑事事件第一審における有罪率

年
裁判所

2012年 2015年 2019年

全体の有罪率（有罪の答弁を含む）（％）
　マジストレート裁判所 73.3 74.6 68.3

　地区法院 91.4 93.4 92.9

　第一審裁判所 91.6 93.5 90.0

有罪率（無罪の答弁の場合）（％）
　マジストレート裁判所 47.6 52.0 54.6

　地区法院 60.2 70.2 67.4

　第一審裁判所 69.6 68.8 60.7

（出所）Legislative Council secretariat, “Statical Highlights” ＜ https://www.legco.
gov.hk/research-publications/english/2021issh14-prosecutions-and-convictions-
20210114-e.pdf＞（2022年 9月 6日閲覧）を参考に筆者作成。

　香港基本法は、第 3章「居民の基本的な権利と義務」（24－ 42条）および第 4章「政治体制」
第 4節「司法機関」（80－ 86条）において、コモン・ローの保留を念頭に置いた刑事裁判手続に
ついて、定めている。また、自由権規約を国内法化し、香港法へ国際人権法の導入をもたらした香

2022年
2月 4日 社会活動家古思尭（☆

犯罪条例の扇動罪とし
て起訴）

国家政権転覆扇動
罪（23条）

5月 10日 「612人道支援基金」
管財人の元嶺南大学客
員副教授許寶強（☆社
団条例違反として起
訴）

外国との結託（29
条）

5月 11日 「612人道支援基金」
管財人の元立法会議員
（法律界代表）吳靄儀
（マーガレット・ン）
（74）、キリスト教香港
教区枢機卿陳日君
（ジョセフ・ゼン）（90）、
歌手何韻詩（デニス・
ホー）（45）（☆社団条
例違反として起訴）

同上

5月 12日 「612人道支援基金」
管財人で無許可集会参
加のために有罪判決を
受けて、服役中の元立
法会議員何秀蘭（シド・
ホー）（67）（☆社団条
例違反として起訴）

同上

9月 5日 武術インストラクター
黃德強（デニス・ウォ
ン）（59）（☆起訴）

国家政権転覆扇動
罪（23条）

（出所）筆者作成。
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港人権条例（Hong Kong Bill of Rights Ordinance Cap.383. 《香港人權法案條例》第 383章）にも、
刑事裁判手続について規定がある。ちなみに、香港人権条例の文言は、自由権規約の該当条文とほ
ぼ同じである。
　ところが、以下に述べるように、香港国家安全維持法は、コモン・ローおよび国際人権法にもと
づいた香港の刑事裁判手続を大きく変更するものとなった。
①国家安全維持公署の管轄権
　公署が、香港において捜査・逮捕を行い、被疑者を中国に移送する場合がある（55、56条）。そ
の場合、人民法院において中国刑事訴訟法にしたがって裁判が行われる（57条）。
　もちろん、香港基本法にはこうした管轄権を認める規定はない。逆に、19条 2項は全ての事件に香
港の裁判所が管轄権を有することを規定している。このため、香港基本法違反が指摘されている 73。
②裁判の非公開
　裁判が非公開で行われる場合がある（41条 4項）。国家秘密、公共の秩序に係るなどの事情により、
公開審理に適さない場合、裁判の傍聴が禁止される。なお、この場合においても判決は公表される。
③保釈
　42条 2項は、保釈の厳格化を規定する。これにより、保釈を得ることが極めて難しくなった。
同条項によると、裁判官は、「国家安全を脅かす行為を引き続き実施することはないと信じる十分
な理由」がない限り、「保釈を許可してはならない」。
　従来の香港の保釈制度においては、無罪推定原則のもと、おおまかにいって、殺人で起訴された
場合を除いて、保釈は認められてきた 74。しかし、2021年 2月の黎智英事件判断において、終審
法院は、香港国家安全維持法は、従来の保釈に対する例外を規定しているとして、保釈の厳しい条
件を認めた 75。
　「国家安全を危険にさらす行為は重大な犯罪」であるために、保釈の厳格化に賛成する意見もあ
る 76。しかし、保釈厳格化の結果、現在の香港の審理状況においては、「被告人が審理を待つ間、数ヶ
月あるいは深刻な事件の場合は 1年以上も勾留される 77」ことが容易に予想されるのである。実際
にも、ほとんどの被告人が、年単位で拘置施設に勾留され、「身体の自由、表現の自由および雇用・
家族・社会生活に対して、壊滅的な危害を受ける 78」という事態が発生している。これは、訴訟結
果にかかわらず「政府が、単に起訴を決定するだけで、厳しい処遇を科せることを意味」する。そ
して、それは、「独裁政権に反対する抗議者に対する、公的抑止力として役立った 79」と指摘され
るのである。
　さらに、保釈の厳格化は、他の香港法へも広がっている。香港国家安全維持法施行後、香港の裁
判所は、イギリス植民地期に制定された犯罪条例（Crimes Ordinance Cap.200. 《刑事罪行條例》第
200章）の扇動罪に関する事件（譚得志事件 80）においても、保釈には、香港国家安全維持法の要
件が適用されると判断した 81。そればかりか、将来の香港基本法 23条立法においても、23条立法
の保釈条件は「香港国家安全維持法と同じであるべき 82」と、林定國司法長官は述べている。
④裁判官の指定
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（ⅰ）指定裁判官
　香港国家安全維持法事件においては、行政長官が、担当する裁判官を指定するという、「非常に
珍しい制度 83」がある。44条 1項によると、行政長官は、「マジストレート裁判所のマジストレー
ト裁判官、地区法院の裁判官、高等法院第一審裁判所の裁判官、高等法院控訴院の裁判官および終
審法院の裁判官」から裁判官を指定する。さらに、「代理裁判官またはレコーダ」から指定するこ
ともできる。行政長官は、裁判官の指定において、「国家安全維持委員会および終審法院首席裁判官」
の「意見を求めることができる」。指定裁判官の任期は、「1年とする」。指定裁判官が、「国家安全
を脅かす言動」をした場合、資格は終了する（44条 2項）。なお、指定裁判官の名簿は非公開であ
るため、個々の事件ごとに推測するしかない。
　香港国家安全維持法事件の当事者である香港政府のトップが、裁判官の指定権限をも持つことは、
「司法の独立」を侵害しているのではないかという批判が大きい 84。これに対する中央政府 85およ
び香港政府 86の反論は、饒戈平の次の見解にまとめられるだろう。すなわち、指定裁判官の規定は、
「担当裁判官の選出方式にのみ関わる問題 87」であり、かつ香港基本法 88条 88が行政長官の裁判官
任命権を規定する延長にあるのであって、「裁判官の独立した審判権の行使や司法の独立に影響し
ない 89」。
　だが、陳文敏は、司法の独立とは、裁判官の実際の独立だけでなく、「裁判官の独立に対する市
民の信頼」をも意味すると主張する 90。アメリカ在住の元中国活動家であるリディア・ウォンらは、
行政長官が、裁判官を選任する権限を持ち、「政府見解に賛同的ではないと考える裁判官を排除す
る場合 91」、香港住民は、被告人が、はたして「公正な裁判を受けることができるのかどうか、疑
問を抱くだろう 92」と指摘する。実際に、指定裁判官の選定にあたって、当該裁判官が政府側に有
利な判決を下してきたのかなどを、行政長官が考慮することを防ぐ制度のないこと 93などと照ら
し合わせると、説得力があるだろう。
　行政長官は、裁判官を指定する前に、終審法院首席裁判官の意見を求めることができる。しかし、
この要件は裁量であり、行政長官が意見を拒否することも可能だという 94。実際に、張建宗（マ
シュー・チャン）政務司司長（当時）は、立法会の質問において、終審法院首席裁判官の意見を「拒
否する権利」への回答を控えた 95。
　指定裁判官の資格終了について、「国家安全を脅かす言動」（44条 2項）とは、香港の現状を考
えると、裁判官の判決が、中央政府の意向に沿わなかった場合だろうと推測する意見が多い 96。た
とえば、中央政府が絶対に有罪だと考える被告人に無罪判決を下すことなどである 97。
　要するに、裁判官の指定制度は、陳秀慧が指摘するように、次の二つの効果を生み出している。
第一に、「行政長官に、国家安全に関して、政府と同一見解を持つ指定裁判官を選任する機会を与え、
政府に有利な判決につながる可能性がある 98」。第二に、「指定裁判官の言動に関する、追加的かつ
短期的な任命規定が、司法の公平を維持するための制度的保護措置を弱体化させている 99」のである。
　指定裁判官制度について、「北京による香港裁判官に対する不信任の明確な表れ」100と指摘する
声は多い 101。総じて、指定裁判官制度を通じて、香港国家安全維持法は、「北京による国家安全事
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件を審理する裁判官の決定権を強固にし、中国共産党の好む判決結果を保障している 102」との指
摘は、的を射ているだろう。この結果、「歴史的に独立した香港の司法は、中央政府が敏感と感じ
る事柄に関して、もはや公正ではない 103」と指摘される。
（ⅱ）外国籍裁判官
　そもそも、香港には外国籍裁判官が数多く在籍する。とりわけ終審法院の非常任外国籍裁判官は、
イギリス、オーストラリアおよびニュージーランドを中心に主要なコモン・ロー適用諸国の最高裁
判所長官経験者など優秀な人材が歴任してきた。必然的に、彼らは出身国での代表的な判決の多く
を執筆するなど、そこでの法学形成に大きな影響力を持った裁判官ばかりであり、終審法院に豊か
な経験をもたらしてきたと、終審法院常任裁判官霍兆剛（ジョセフ・フォック）は述べている 104。
霍兆剛は、「香港の裁判官の視点から見ると、彼らと一緒に法廷に座ることは特権であり、喜びで
あり、彼らは私たちの尊敬、賞賛と感謝の対象だ 105」と述べる。そして、終審法院は、審理を通
じて担当裁判官の間で活発な議論が交わされる「大学のような」裁判所であるという 106。
　だが、香港国家安全維持法制定後、そうした外国籍裁判官の将来が危ぶまれている。
　当初、マカオ国家安全条例と同様に、外国籍裁判官が除外されるのではないかとの憶測が流れた。
除外は、香港基本法 92条の「裁判官の資質による選任」や「外国籍裁判官の招聘」に違反すると
して、終審法院初代首席裁判官李國能（アンドリュー・リー）やバリスタ協会が声明を出すなどし
て強く反対していた 107。
　香港国家安全維持法においては、ひとまず外国籍裁判官の除外は明記されなかった。しかし、終
審法院外国籍裁判官は指定裁判官に含まれていないであろうことが、運用から明らかになってい
る 108。また、香港返還時に締結されたイギリス最高裁判所裁判官の派遣協定は、2022年 3月末に
イギリス側から破棄された。（【表 6】）

【表 6】終審法院外国籍裁判官の動き（2020 年 6 月 30 日〜 2023 年 1 月 30 日）

日付 出来事 詳細
2020年
7月 14日 イギリス最高裁判所長官リード裁判官（終審法院裁判官

兼任）の声明
イギリス政府と協議し、香港の司法の独立と法の支配が
守られないのであれば、イギリス最高裁判所裁判官の終
審法院への派遣を再考すると表明

9月 2日 終審法院スピゲルマン裁判官（オーストラリア国籍）の
辞職

香港政府には辞職理由を告げず、オーストラリア国営放
送のインタビューに香港国家安全維持法の内容に関して
辞職と回答

10月 5日 イギリス最高裁判所副長官ホッジ裁判官が終審法院裁判
官を兼任

スピゲルマン裁判官の後任

2021年
3月 15日 イギリス最高裁判所長官リード裁判官がタイムズ紙のイ

ンタビューで表明
司法の独立が損なわれた場合、終審法院裁判官を辞職す
ると述べる

3月 17日 イギリス貴族院憲法委員会におけるイギリス最高裁判所
長官リード裁判官への質問

イギリス・ラーブ外相（当時）と定期的に連絡を取り、
香港の状況を監視していると回答

3月 18日 終審法院サンプション裁判官（イギリス国籍）、タイム
ズ紙に手紙を送付

外国籍裁判官の撤退を求める声は単なる「政治的ボイコッ
ト」の一部に過ぎないと主張、自らは終審法院での勤務
を続けることを表明
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⑤陪審員の除外
　46条は、陪審員の除外について規定する。司法長官は、国家秘密の保護、事件における渉外的
要素の存在または陪審員およびその家族の人身の安全の保障などの理由にもとづき、第一審裁判所
において、陪審員団の下で審理を行う必要がないことを指示した証明書を発することができる（1

項）。司法長官が、前述の証明書を発した場合には、第一審裁判所は、陪審員団のいない状況で審
理を行い、かつ 3名の裁判官による裁判廷を構成しなければならない（1項）。
　コモン・ローを採用する香港では、1845年以来、陪審員裁判が行われてきた。香港基本法 86条
も「以前の陪審制度の原則の保留」を規定している。基本的に、第一審裁判所の刑事裁判は、正式
起訴（indictment）で行われ、陪審員が参加する。その下の審級の地区法院およびマジストレート
裁判所では、裁判官のみで刑事裁判が行われる。地区法院が科すことのできる最大懲役刑は 7年で
あるため、香港においては、「陪審員裁判なしに、誰も 7年以上の懲役刑を科されることはな
い 109」とされてきた。
　しかし、香港国家安全維持法事件において、「陪審員の除外」は、徐々に拡大しつつある。
　まず、2021年 2月 5日、鄭若驊司法長官（当時）は、来たる唐英傑事件において、46条にもと
づき、陪審員除外を指示する証明書を発行した 110。この結果、グランビル・クロス元香港控訴局
長官らベテランが、第一審裁判所の刑事事件が陪審員なしで行われた過去の事例を知らないと発言
するなどするなかで 111、極めて例外的な裁判が行われることになった。こればかりか、2022年 7

月には、黎智英、『アップル・デイリー』幹部 6人および『アップル・デイリー』関連 3社の事件
に、8月には、予備選挙事件、12月には支連会事件に対して、陪審員除外を指示する証明書が発行

6月 3日 終審法院ヘール裁判官（イギリス国籍）が任期更新をせ
ず、一期で辞任すると発言

辞任は、香港の現状と関係がないとしつつも、香港国家
安全維持法事件で陪審員の除外などが行われたことを問
題視

6月 4日 香港司法省、ヘール裁判官が任期更新をしないことを発
表

ヘール裁判官が、2021年 7月 29日の任期満了後、個人的
な理由から任期更新しないことを司法省に伝えたと発表

8月 27日 イギリス最高裁判所長官リード裁判官の声明 香港国家安全維持法施行後も、香港司法は、政府からお
おむね独立して活動し、法の支配も保たれているとし、
リード最高裁判所長官およびホッジ同副長官が終審法院
裁判官の任期更新することを発表

2022年
3月 30日 イギリス最高裁判所長官リード裁判官の声明において、

同長官および副長官ホッジ裁判官の辞職を発表
イギリス・トラス外相（当時）とラーブ副首相（当時）
との協議を経て、香港国家安全維持法への懸念を理由と
して、イギリス最高裁から二人の裁判官を、終審法院に
兼任させるという派遣協定を破棄
香港は、政治的自由および言論の自由から逸脱している
と指摘
また、イギリス外務省の声明は、黎智英、李宇軒および
予備選挙関連の民主活動家の事件の審理が迫っているこ
とを指摘

2023年
1月 13日 元オーストラリア最高裁判所裁判官のキーン裁判官

（オーストラリア国籍）が終審法院裁判官に任命
イギリス最高裁判所長官・副長官の辞職後、初めての外
国籍裁判官の任命

（出所）筆者作成。
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されている。
　唐英傑事件においては、唐英傑の弁護士であり元バリスタ協会会長のフィリップ・ダイクスが、
陪審員の除外に対して司法審査を提起したが、控訴院はこれを棄却。控訴院は、陪審員裁判は香港
基本法 86条上の権利であると仮定しても、香港国家安全維持法にしたがって、陪審員の除外を決
定することは、香港基本法 63条 112が規定する司法長官の裁量であり、司法審査の対象にならない
と判示した 113。
　香港大学講師張達明（エリック・チェン）は、陪審員に対する危害の証拠がないのにこれが理由
とされることを疑問視し、「政府は裁判官の安全を確保できるが、なぜ陪審員にはできないのか」
と指摘する 114。それだけでなく、陪審員制度は悪法を監督するためのセーフガードとして導入さ
れたが、陪審員除外の決定は、香港政府が陪審員の判断を信用していないという印象を与える結果
となったと批判する 115。
⑥解釈権
　65条は、香港国家安全維持法の解釈権が、最終的に全人代常務委にあることを規定する。香港
法のうち、全人代常務委が解釈権を有するのが、同法と香港基本法である 116。
　香港基本法解釈権（158条）の場合、運用上、全人代常務委はいかなる時にも無制限に香港基本
法の解釈を行い 117、「『解釈』の名の元に、条文の意味を変え 118」てきた。ただし、条文上は、終
審法院が審理に際して全人代常務委に要請した場合に、香港基本法解釈を行う、との文言がある。
だが、香港国家安全維持法の解釈権にはそれもなく、香港基本法解釈権と同様かそれ以上の複雑な
問題が発生する可能性がある。たとえば、量刑が不満として判決が覆される可能性も否定できない。
「過度の介入が大きな法的不安を引き起こす」（香港大学教授楊艾文）119恐れが指摘される。2022

年 11月には、黎智英事件に関して、外国人弁護士の訴訟参加の可否について、李家超行政長官が
金人代常務委に解釈を要請した。
⑦中国語
　公用語条例（Official Language Ordinance Cap.5.《法定語文條例》第 5章）によると、香港にお
いて、中国語と英語は平等な地位を有する。しかし、香港国家安全維持法は、当初中国語版のみが
発表された。英語版は、施行 3日後に香港政府のウェブサイトに掲載されたものの、「参考までに（for 

information）」と表記され 120、香港政府は中国語版の優先を発表した。理由は、同法は全人代常務
委が制定した中国法であることによる。43条実施細則も、同様である。このため同法は、「唯一、
公式の英語版を欠く、香港全域に適用される…刑法」121になっている。
　これには、香港の中国人以外の人々が、その人身と財産権に重大な影響を及ぼす法律条文の正確
な理解を妨げているとの批判がある 122。また、香港では、中国語を読めない外国籍や外国出身の
裁判官や弁護士も多い。元終審法院常任裁判官で、香港政府を擁護する発言を度々行なっているヘ
ンリー・リットンさえも法律を読むのに「苦労している」と苦言を呈している 123。

（10）国家安全維持公署

　中国政府の香港出先機関である国家安全維持公署が新設された。「中国の国家安全担当者が、香



香港国家安全維持法の概要─曖昧な条文とその射程─（後編）

─225─

港で公式の存在を与えられたのは初めて 124」である。
　49条は、公署の職責を以下の通り規定する。
　①香港の国家安全維持に関する情勢を分析し、検討判断し、国家安全維持に関する重大戦略およ
び重要政策について意見や提案を提出すること、②香港における国家安全維持の職責の履行を監督
し、指導し、調整し、支援すること、③国家安全維持に関する諜報と情報を収集し、分析すること、
④法にもとづき国家安全を脅かす犯罪事件を処理すること。
　53条は、国家安全維持公署と、国家安全維持委員会やその他香港国家安全機関が協調体制を構
築し、国家安全維持業務を監督し、指導し、情報共有および行動協力を強化すべきことを、規定す
る。
　とりわけ重要なのが、55条が規定する公署の管轄権である。以下のいずれかの場合において、
国家安全維持公署は、香港において、管轄権を行使できる。この場合、公署が捜査と逮捕を行
う 125。①外国または大陸外の勢力が介入する複雑な事件で、香港が管轄することが確かに困難で
あるとき、②香港政府が本法を有効に執行できない重大な状況が生じたとき、③国家安全が重大な
現実的脅威にさらされる状況が生じたとき。
　さらに、56条は、公署が管轄権を行使する場合（55条）、公署が、捜査を担当し、最高人民検察
院が検察機関を指定して検察権を行使し、最高人民法院が法院を指定して裁判権を行使することを
規定する。
　また、57条は、中国に移送される場合（56条）、事件の捜査、起訴、裁判および刑罰の執行に関
する刑事裁判手続には、中国刑事訴訟法などの規定が適用されると規定する。
　それだけでなく、60条は、公署および職員の特権的地位を規定する。すなわち、公署および職
員の本法にもとづく職務執行行為は、香港の管轄を受けない。公署が発行する証書または証明文書
を所持する人員および車両などは、職務遂行時に、香港の法執行員の検査、捜索および差押えを受
けない。
　一体、公署の情報は少ない。しかし、条文上からは、その権限は強大で広範に及び、香港の治安
維持に広範な監督権限を持つことが分かる。実際上も、『アップル・デイリー』廃刊は、公署の任
務であったと報道されるように、公署の権限は非常に強く、『アップル・デイリー』への強制捜査
を担った香港警察は、公署の方針にしたがって取り締まりをしているに過ぎないという。公署は、
中国政府が追求する「安定」を香港で実現させるための司令塔だという 126。
　饒戈平は、公署の強大な権限が、香港の「法の支配」、「港人治港」および「高度の自治」を破壊
するという指摘に、以下の理由から反論する。①香港に授権された「高度の自治」は完全な自治で
はないため、国家安全の維持は「高度の自治」の範囲内ではなく、中央政府の権限に属すること、
②公署は 3種類の特定の事件においてのみ管轄権を行使するにすぎないこと、③香港と中国では法
律制度が違うため、双方の管轄権内で、香港と中国の法律をそれぞれ適用することは道理にかなっ
ていること 127。
　だが、そもそも香港基本法には、中国が香港でこうした強大な権限を持つことを規定する条文は
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なく、以下のように、公署の様々な問題点が指摘される。
　まず、公署は、香港法の制限から独立して活動することが許されているため、「公署の職員は完
全に香港の司法管轄の上にある 128」。それだけでなく、その特権的地位により、公署は、香港の活
動において、いかなる制限に服することなく、「情報を収集し、通信を傍受し、逮捕することができ」、
「国家機関に与えられた前例のない権力に対する監視メカニズムの欠如」が指摘されるのであ
る 129。
　とりわけ、中国への被疑者の移送を可能にし、そこでは中国の刑事手続を適用する規定には、懸
念が大きい。これは香港基本法の人権保障に例外を定めるに等しく、激しい抗議活動から廃案となっ
た逃亡犯条例改正案を香港国家安全維持法の規定する犯罪に限り、実現することになってしまう。
したがって、「公署が事件を直接処理し、被疑者・被告人を中国に引き渡すならば、被疑者・被告
人の基本的人権は保護できない」130（林卓廷立法会議員・当時）、「香港に適用される自由権規約の
保障を消し去る動きである 131」（マイケル・デイビス）との批判が強い。国連特別報告者も、同様
の懸念を表明した 132。
　これまでに、公署によって、中国に移送された事例は公式にはない。香港城市大学教授林峰は、「中
国への移送は、香港・中国政府が望んでいないので、起こりそうにない」133と指摘するものの、
実際には、黎智英の保釈がいったん認められた際に、『人民日報』などが、公署が管轄権を行使す
べきだと強硬に主張するなど 134している。

（11）優越的地位

　62条は、香港法が香港国家安全維持法と矛盾する場合、同法が適用されるとし、同法の優越的
地位を認めている。

3　おわりに

　香港国家安全維持法は、全人代・全人代常務委が香港を対象に制定した中国法であり、国家分離、
国家政権転覆、テロ活動および外国との結託行為の 4つを犯罪とし、それらを「防止し、制止し、
および懲罰する 135」ことを目的とする。そして、2020年 6月 30日深夜の施行以来、同法にもとづ
き、香港の民主活動家ばかりか外国人、香港内外の企業にも、逮捕・起訴・指名手配・資産凍結な
どが行われ、香港の民主活動は封殺された。自由な社会は一変したのである。
　一体、強い影響力を持つ同法の規定は、曖昧かつ極めて広い。施行当時から、同法は、様々な側
面で明確性を欠き 136、曖昧に定義された犯罪は、実際にどのような行為が禁止されるのかを住民
が理解するのが困難である 137ことが、度々指摘されている。だが同時に、施行後 2年強の適用事例・
判例の蓄積は、同法の正確な射程を浮かび上がらせつつあるのである。
　本稿においては、香港国家安全維持法の主な条文とその問題点を、施行後 2年強の適用事例・判
例をもとに、詳細に分析することで、立体的な分析を試みた。中央政府や香港政府は、香港国家安
全維持法は、2019年の逃亡犯条例改正案にともなう「混乱と暴力を終わらせる」のみならず、「『一
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国二制度』を根本的に支援・改善」するものと繰り返し述べている 138。しかし、同法施行以前の
2019年の段階で、陳文敏は、香港法における「コモン・ローの価値を犠牲にした社会主義的価値
観の内部化」の兆しを見ていた 139。本稿の考察結果からは、香港国家安全維持法の施行により、
この傾向が加速したといえる。すなわち、コモン・ローが中国法に置き換わりつつある。むろん、
2年強の適用事例・判例からは、同法すべての条文の射程が明らかになったとは言い難い。この点、
判例の累積を待つほかはなく、筆者の今後の課題としたい。
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